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   発行日 2014 年 1 月 15 日 
各位 

2013 年 12 月 30 日に、シップリサイクルに関する欧州規則が発効しました。これにより、EU 籍船及び

EU 加盟国に寄港する非 EU 籍船に対して「インベントリ」（船内に存在する有害物質の種別や概算

量、所在位置などを示した一覧表）の備え置き等が義務化されることになります。規則の概要につい

て以下のとおりお知らせいたします。 
 
1． シップリサイクルに関する欧州規則の概要 

同規則は、基本的にシップリサイクル条約に沿った内容となっており、1)船舶、2)船舶リサイクル

施設および 3)船舶リサイクル時の手続きに関して要件が課されています。内容は以下のとおり

です。 
 

(1) 規則の名称 
REGULATION (EU) No 1257/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 20 November 2013 on ship recycling and amending Regulation (EC) No 
1013/2006 and Directive 2009/16/EC 

 
(2) 適用船舶（Article2） 

同規則は、EU 籍船及び EU 加盟国に寄港する非 EU 籍船に適用されます（国際総トン数

500トン以上の商用船に限る）。ただし、非EU籍船への規制内容は、有害物質の搭載制限、

インベントリの備え置き義務、EU 加盟国への寄港時の PSC への対応義務にとどまり、EU
籍船と比較すると規制内容は限定的です。 

 
(3) 有害物質の搭載禁止（Article 4） 

同規則の附属書Ⅰ（ANNEX I）に掲載されている物質の船舶への搭載が禁止・制限されま

す。シップリサイクル条約の搭載禁止物質に比べると、ペルフルオロオクタンスルホン酸

（PFOS）が追加された内容となっています。 
 

船舶への搭載が禁止・制限される物質（ANNEX I） 
アスベスト、オゾン層破壊物質、ポリ塩化ビフェニル（PCB）、防汚化合物と防汚方法、ペルフルオ

ロオクタンスルホン酸（PFOS）* 
*PFOS は非 EU 籍船には適用除外 
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(4) インベントリ（IHM）の備え置き 
船舶には、インベントリ（IHM）を備え置くとともに、適宜更新を行うことが要求されます。また、

船舶解撤時には IHM の最終化を行い、完成したインベントリを船舶リサイクル施設に提供

することが要求されます。同規則のANNEX IIに IHMに記載すべき物質が掲載されており、

シップリサイクル条約の IHM 記載対象物質に比べて、臭素系難燃剤 HBCDD が追加され

た内容となっています。また、現存船については、ANNEX I 掲載物質以外のものについて

は「可能な限り」対応すればよいこととなっています。 
 

インベントリ（IHM）に記載すべき物質（ANNEX II） 
ANNEX I 掲載物質、カドミウム、六価クロム、鉛、水銀、PBB、PBDE、ポリ塩化ナフタレン、放射性

物質、一部の短鎖型塩化パラフィン、臭素系難燃剤（HBCDD） 
 

IHM の作成・備え置きの期限 
分類 定義 IHM 第Ⅰ部作成・備え置き期限 

EU 籍新船 以下のいずれかを満たす EU 籍船 
a) 適用日後に建造契約が結ばれる船舶 
b) 建造契約がない場合、本規則の適用日後

6 ヶ月経過した日以降に起工される船舶ま

たはこれと同等の建造段階にある船舶 
c) 適用日後 30 ヶ月経過した日以降に引き渡

しが行われる船舶 

適用日以降の就航時まで（適用

日は、"2. 欧州規則の適用日等

について"を参照） 

EU 籍現存船 EU 籍新船以外の EU 籍船 2020 年 12 月 31 日まで（2020 年

12 月 31 日までに解撤される場

合、解撤前までに作成） 
非 EU 籍船 EU 加盟国に寄港・停泊する船舶 2020 年 12 月 31 日まで 

 
(5) 船主に対する義務（Article 6） 

上述の、有害物質の搭載禁止、IHMの備え置きに加えて、EU籍船には、EUリスト（同規則

により承認された船舶リサイクル施設のリスト）に掲載された船舶リサイクル施設で船舶解撤

を行う義務が課されます。 
 

(6) 船舶リサイクル計画（Article 7） 
船舶リサイクル施設は、船主から送付された IHM をもとに船舶リサイクル計画を作成し、リ

サイクル国の所管官庁から承認を受ける義務が課されます。 
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(7) 船舶検査（Article 8-Article 11） 
船舶が同規則に適合していることを確認するため、船舶の旗国（または代行機関）及び船

舶の寄港国により以下の検査が実施されます。 
 

検査の種類 内容 検査実施者 
初回検査 IHM の検査、IHM 証書の発行 旗国が運航前に実施 
定期検査 IHM の検査、IHM 証書の発行（又

は、有効期限 5 か月の延長の裏書。

ただし、5 か月以内に新証書と交換。） 

旗国が 5 年ごとに実施 

追加検査 IHM の検査、IHM 証書の裏書 IHM に影響のある改造等を行

った場合であって、船舶所有者

からの申し出のあった時に旗国

が実施 
PSC 検査 IHM 及び IHM 証書の審査 寄港国が寄港時に実施 
最終検査 IHM及び船舶リサイクル計画の検査、 

リサイクル準備証書の発行 
リサイクル開始前に旗国が実施 

 
(8) 非 EU 籍船に対する義務（Article 12） 

EU 加盟国に寄港する場合、非 EU 籍船についても IHM の備え置き及び更新が義務付け

られます。非 EU 籍船の IHM は、旗国（または代行機関）により検証され、適合鑑定書

（Statement of Compliance: SOC）の発給を受ける必要があります。また、EU 加盟国に寄港

する際に PSC 検査への対応が必要になります。 
 

(9) 船舶リサイクル施設の要件（Article 13） 
船舶リサイクル施設は、シップリサイクル条約における施設要件に加え、以下の要件を満た

すことが要求されます。なお、いわゆるビーチング方式（船舶を砂浜に乗り上げさせて解体

する方法）がこれら要件を満たすのかについての解釈は今後の議論に委ねられています。 
 

[船舶リサイクル施設要件] 
･ 特に、潮間帯において、いかなる物質の排出・流出も管理できることを証明。 
・ 有効な排水システムを備えた非浸透性の床の上でのみ有害物質・廃棄物を扱うこと。 
 
[最終処分施設の要件] 
・ EU 域内法改正法案と同等の基準に従って最終処分がされていることを船舶リサイク

ル施設が証明すること（Article 15）。 
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(10) 船舶リサイクル施設の承認（Article 14、Article 15） 
船舶リサイクル施設が承認され、EUリストに掲載されるためには以下の手続きが必要になり

ます。また、欧州委員会（EC）が、船舶リサイクル施設の承認に関して技術ガイドラインを発

行することが認められています。 
 

[EU 域内に所在する船舶リサイクル施設] 
船舶リサイクル施設の所在する個別 EU 国により、当該施設が、Article 13 の施設要件を満

たすことについての承認が行われ、その旨を個別 EU 国が EC（欧州委員会）に通知するこ

とによって当該施設は EU リストに掲載される。 
 

[EU 域外に所在する船舶リサイクル施設] 
船舶リサイクル施設が、所在国の国内規制の施設要件を満たすことについて所在国政府

の承認を受けた上で、当該施設による申請と Independent verifier（EC が認める独立した検

証機関）による EU 域内法 Article13 の施設要件についての審査・現場調査を経て、EC に

より承認されれば、当該施設は EU リストに掲載される。 
 

(11) EU リストの発行（Article 16） 
EC は、Article 13 の要件を満たす船舶リサイクル施設のリスト（EU リスト）を作成し、2016 年

12 月 31 日までに当該リストを EU 官報に掲載するとともに EC のウェブサイトで公表するこ

とになっています。 
 

(12) ファイナンシャルインセンティブ（Article 29） 
ECは、2016年 12月 31日までに、安全で環境上健全なシップリサイクルに向けた経済的イ

ンセンティブを活用した促進策の実現可能性について、欧州議会及び EU 理事会に報告

することになっています。 
 
2. 欧州規則の適用日等について（Article31、Article32） 

同規則の適用日は以下のように規定されています。 
 

(1) 発効日:2013 年 12 月 30 日（官報掲載から 20 日後） 
(2) 適用日（実際に規則が効力を発揮する日）: 

同規則は、2015 年 12 月 31 日以降で、EU リスト掲載施設の解撤能力が 250 万 LDT を超

えた日から 6 か月後、もしくは、2018 年 12 月 31 日のいずれか早い日から適用されます。

ただし、以下の規定についてはこれによらず、以下に記載する日から適用されます。 
 

(i) 船舶リサイクル施設が、EU リスト掲載のために満たさなければならない要件に関する

規定及び EU が EU リストを発行するための規定（Article 13-16、25, 26）については

2014 年 12 月 31 日から適用（この規定により、最短の場合、EU リストは 2014 年 12 月

31 日に発行される可能性がある。EU リスト発行後は、リストに掲載された施設でリサイ

クルする欧州籍船には IHM が要求される）。 
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(ii) EU 籍現存船への IHM 備え置き義務に関する規定及び EU 加盟国に寄港する非 EU
籍船への IHM 備え置き義務に関する規定（Article5 及び Article12 の一部）について

は 2020 年 12 月 31 日から適用。 
 
3. これまでに弊会が適合鑑定書（Statement of Fact: SOF）を発行した IHM の取り扱いについ

て 
欧州規則により、シップリサイクル条約の IHM 記載対象物質に PFOS 及び HBCDD の 2
物質が追加されることになります。これを受け、これまでに弊会がインベントリ（IHM）適合鑑

定書（Statement of Fact: SOF）を発行した IHM について以下の措置が必要になります。 
 

(1) EU 籍船の IHM 
これまでに弊会が SOF を発行した EU 籍現存船の IHM については、欧州規則に適

合するために PFOS の調査が必要になります（PFOS は、EU 籍船にのみ適用であり、

また、HBCDD は義務ではないため）。尚、対応方法については、別途お知らせしま

す。 
 

(2) 非 EU 籍船の IHM 
これまでに弊会が SOF を発行した非 EU 籍現存船の IHM については、PFOS が適用

除外であるため、現状のままで欧州規則に適合していると判断いたします。 
 

また、欧州規則に対応して備え置きが必要になる IHM 証書や適合鑑定書（Statement 
of Compliance: SOC）の発行等については、これまでに弊会が発行したSOFが有効に

活用できるよう旗国等に対して詳細を調査しているところであり、改めてお知らせしま

す。 
 
4. PrimeShip-GREEN/SRM の機能拡張 

弊会は、新造船のインベントリ作成を支援するシステム PrimeShip-GREEN/SRM をインターネッ

ト上で提供しておりますが、欧州規則により追加されるPFOS及びHBCDDに対応する機能を早

急に整備し、今後、建造される新造船への対応を行います。 
 
5. 欧州規則で追加される 2 物質について 

(1) PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸） 
PFOS は、界面活性剤等に使用される物質であり、船舶では、泡消火剤に使用されていた

との報告があります。2009 年 5 月のストックホルム条約締約国会議において廃絶が決定さ

れ、日本でも、2010 年 4 月に化審法第一種特定化学物質に指定され製造・使用・輸出入

が禁止されています。 
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(2) HBCDD（ヘキサブロモシクロドデカン） 
HBCDD は、臭素系難燃剤として使用される物質であり、主に、発泡ポリスチレン（発泡スチ

ロール）及び繊維に使用されており、船舶では、液化ガスタンク、冷蔵庫等の断熱材中に

使用されていたとの報告があります。HBCDD は、2013 年 4 月のストックホルム条約締約国

会議において正式に廃絶が決定され、日本でも、化審法第一種特定化学物質に指定され

ることが決定されており、2014 年中には製造・使用・輸出入が禁止される見込みです。 
 
 

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 
 
[シップリサイクルに関する欧州規則について] 
一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 研究開発推進室（シップリサイクル事業推進チーム事務局） 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2025 
Fax: 03-5226-2019 
E-mail: srpt@classnk.or.jp 
 
[インベントリに関する適合鑑定書について] 
一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 船舶管理システム部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2173 
Fax: 03-5226-2174 
E-mail: smd@classnk.or.jp 
 
◇2018 年 3 月 31 日までの担当部署 
一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター テクニカルサービス部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2175 
Fax: 03-5226-2177 
E-mail: mid@classnk.or.jp 

添付： 

1. シップリサイクルに関する欧州規則（REGULATION (EU) No 1257/2013 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 November 2013 on ship recycling and amending 
Regulation (EC) No 1013/2006 and Directive 2009/16/EC） 

mailto:srpt@classnk.or.jp
mailto:mid@classnk.or.jp
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